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仙北市は悪質な市税滞納者を許しません

※仙北市総務部税務課納税係では、随時納税についてのご相談を受け付けています。
　お気軽にご相談ください。　　　　　　　　　仙北市役所総務部税務課納税係　ＴＥＬ（４３）１１１７

自動車タイヤロックの実施例

　仙北市は税の公平性を確保するため、悪質な市税滞納者に対し、様々な行政処分
を執行しています。
その１　給与・預金等の債権の差押え
その２　自動車タイヤロックの実施（１月から実施予定）
　　　　タイヤロックとは、自動車前輪に特殊器具を装着して走行不能にし、差押えを
　　　　するものです。軽自動車税滞納者に限らず、市県民税等市税の悪質な滞納
　　　　者にタイヤロックを実施する予定です。
その３　家屋内を捜索し、動産の差押え
　　　　美術品、家具、家電等の差押えを行っています。
その４　差押えた財産のインターネット公売の実施

《　仙北市平成１９年度第１回インターネット公売について　》
○参加方法　仙北市ホームページ（http://www.city.semboku.akita.jp）
　　　　　　またはYahoo!オークション官公庁オークションホームページ（http://koubai.auctions.yahoo.co.jp）
　　　　　　をご覧ください。
○参加申込期間　平成２０年１月　８日　１３時　～　１月２１日　１７時
○入 札 期 間　平成２０年１月２３日　１３時　～　１月２５日　１２時３０分
○公 売 財 産　上記Yahoo!オークション官公庁オークションホームページに記載
○下　  見　  会　平成２０年１月１１日（金）　１０時～１５時　仙北市役所田沢湖第２庁舎第２会議室
◆参加するためには仙北市ホームページ上のインターネット公売ガイドラインを必ずご覧ください。
○公売に関するお問い合わせ　仙北市役所総務部税務課納税係公売担当　ＴＥＬ（４３）２３６５

【問い合わせ先】　【問い合わせ先】　介護保険事務所　保険指導班　TEL０１８７（８６）３９１１介護保険事務所　保険指導班　TEL０１８７（８６）３９１１【問い合わせ先】　介護保険事務所　保険指導班　TEL０１８７（８６）３９１１

長い間介護保険料を滞納すると・・・長い間介護保険料を滞納すると・・・長い間介護保険料を滞納すると・・・
　災害その他特別の事情がなく介護保険料を納期限まで納めない（滞納）でいると、滞納している期間に応じて次のよう　災害その他特別の事情がなく介護保険料を納期限まで納めない（滞納）でいると、滞納している期間に応じて次のよう
な措置が講じられます。な措置が講じられます。
①１年以上滞納している場合（償還払い化）①１年以上滞納している場合（償還払い化）
　介護保険サービスを受けたときの自己負担が通常１割のところ、一旦サービス事業者に１０割（全額）を支払い、後日　介護保険サービスを受けたときの自己負担が通常１割のところ、一旦サービス事業者に１０割（全額）を支払い、後日
保険者への請求により９割相当分の払い戻しを受けます。保険者への請求により９割相当分の払い戻しを受けます。
②１年６ヶ月以上滞納している場合（一時差止）②１年６ヶ月以上滞納している場合（一時差止）
　①により払い戻しされることになっている費用を一時差し止められたり、住宅改修費や福祉用具購入費に係る給付費　①により払い戻しされることになっている費用を一時差し止められたり、住宅改修費や福祉用具購入費に係る給付費
も一時差し止めになります。も一時差し止めになります。
　さらに滞納が続くと、差し止められた給付費から滞納保険料が控除されることがあります。　さらに滞納が続くと、差し止められた給付費から滞納保険料が控除されることがあります。
③２年以上滞納している場合（給付額減額）③２年以上滞納している場合（給付額減額）
　滞納している期間の長さに応じて、自己負担が３割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなく　滞納している期間の長さに応じて、自己負担が３割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなく
なることがあります。なることがあります。

◎保険料を滞納していると介護保険サービスを利用したときにペナルティがありますので、保険料は忘れずに納期限内◎保険料を滞納していると介護保険サービスを利用したときにペナルティがありますので、保険料は忘れずに納期限内
　に納めましょう。　に納めましょう。
◎満６５歳になられた方の保険料は、すぐには年金から天引きできませんので、当分の間納付書で納めていただきます。◎満６５歳になられた方の保険料は、すぐには年金から天引きできませんので、当分の間納付書で納めていただきます。
◎納め忘れを防ぐために便利な「口座振替」をご利用ください。手続きは各市町役所（場）窓口や介護保険事務所、郡内◎納め忘れを防ぐために便利な「口座振替」をご利用ください。手続きは各市町役所（場）窓口や介護保険事務所、郡内
　の金融機関（秋田ふるさと農協金沢支店を含む）でできます。　の金融機関（秋田ふるさと農協金沢支店を含む）でできます。

　災害その他特別の事情がなく介護保険料を納期限まで納めない（滞納）でいると、滞納している期間に応じて次のよう
な措置が講じられます。
①１年以上滞納している場合（償還払い化）
　介護保険サービスを受けたときの自己負担が通常１割のところ、一旦サービス事業者に１０割（全額）を支払い、後日
保険者への請求により９割相当分の払い戻しを受けます。
②１年６ヶ月以上滞納している場合（一時差止）
　①により払い戻しされることになっている費用を一時差し止められたり、住宅改修費や福祉用具購入費に係る給付費
も一時差し止めになります。
　さらに滞納が続くと、差し止められた給付費から滞納保険料が控除されることがあります。
③２年以上滞納している場合（給付額減額）
　滞納している期間の長さに応じて、自己負担が３割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなく
なることがあります。

◎保険料を滞納していると介護保険サービスを利用したときにペナルティがありますので、保険料は忘れずに納期限内
　に納めましょう。
◎満６５歳になられた方の保険料は、すぐには年金から天引きできませんので、当分の間納付書で納めていただきます。
◎納め忘れを防ぐために便利な「口座振替」をご利用ください。手続きは各市町役所（場）窓口や介護保険事務所、郡内
　の金融機関（秋田ふるさと農協金沢支店を含む）でできます。


